
令和３年４月１日  

 

 各  位 

 

愛媛県バドミントン協会    

会長 中 村 時 広  

 

令和３年度愛媛県バドミントン協会登録について（ご案内） 

 

 平素から当協会の運営に格別のご協力を賜り、厚く感謝申し上げます。 

 さて、令和３年度の協会登録につきまして、下記のとおりご案内いたしますので、手続き方よろし

くお願いいたします。 

 ご案内のとおり、本登録は、日本バドミントン協会及び愛媛県スポーツ協会の登録を兼ねており、

未登録者は、日本バドミントン協会、愛媛県バドミントン協会及び各連盟主催の大会には原則として

出場できませんので、登録手続きを忘れないようにお願いします。 

 なお、登録番号は永久登録番号制になっておりますが、毎年度登録手続きは必要です。 

審判資格等を所持している方が登録手続きを取らなかった場合は、資格が失効となりますのでご注

意ください。 

また、今年度から登録カードの発行（再発行を含む。）が廃止となりましたので、登録番号の管理にご注

意ください。 

 

 

 



記 

 

１ 登録方法  別紙「登録申請用紙」に必要事項を記入の上、「入金明細書」と必ずセットにして下

記の区分ごとの申込先まで郵送（中学生はメールのみ）してください。 

        原則として、郵送以外（ＦＡＸ等）での申込みは受け付けません。 

なお、小学生の登録につきましては、別途、愛媛県小学生バドミントン連盟からご

案内いたします。 

 

２ 登録料、申込先等 

（1）一般（教職員を含む）及び大学生 

①登録料 ２３００円 

②申込先 〒790-0925 松山市鷹子町６２８－６ 

愛媛県バドミントン協会登録担当 名智満 宛 

        （可能な限り手書きではなく、申請用紙に入力し、プリントアウトして郵送してく

ださい。申請用紙は、協会ＨＰからダウンロードできます。） 

③入金先 伊予銀行 一万支店 普通 １０８４５８０ 

        （口座名）愛媛県バドミントン協会 会長 中村時広 

④その他 大会要項等の送付を希望する団体・個人は、協会ＨＰの配信サービス（無料）をご

利用ください。 

郵送での送付を希望する場合は、別途送料（１５００円）が必要です。登録料に送

料を加算の上、入金してください。 

（2）高校生（顧問等は一般登録） 

①登録料 １３００円 



②申込先 〒799-3111 伊予市下吾川１４３３番地 

               伊予農業高校 秋山啓太 宛 

③入金先 伊予銀行 日高支店 普通 １２６２０９４ 

        （口座名）愛媛県高体連バドミントン専門部登録料 担当 秋山啓太 

   ④その他 申請用紙を協会ＨＰからダウンロードして必要事項を入力し、プリントアウトした

ものを申込先に送付するとともに、入力データを「akymkit1158@gmail.com」にメ

ールしてください。 

（3）中学生（顧問等は一般登録） 

①登録料 １０００円 

②申込先 kikuchi-kurato@esnet.ed.jp    ＜昨年度までと変更になっています。＞ 

    （メールでのみの受付となります。） 

③入金先 伊予銀行 椿支店 普通 １５４９９９７ 

        （口座名）愛媛県中学校体育連盟バドミントン専門部 会計 菊池蔵人 

④その他 申請用紙を協会ＨＰからダウンロードして必要事項を入力し、入力データを

「kikuchi-kurato@esnet.ed.jp」にメールしてください。 

 

３ 問合せ先  愛媛県バドミントン協会登録担当 名智 満 

         メール himebado2020@gmail.com 

                 

４ そ の 他  登録関係の様式は、愛媛県バドミントン協会ホームページからダウンロードしてく

ださい。 

         http://himebado.net/ 
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（参考） 

 

○日本バドミントン協会大会運営規程 

第1５条 競技者
．．．

とは、大会に参加するチーム役員（監督
．．

、コーチ
．．．

、マネージャー
．．．．．．

など）およびプ
．

レーヤー
．．．．

をいう。 

     大会に参加する競技者は、本会の定めた期日までに会員登録を完了しなければならな

い。ただし、国民体育大会は除く。（以下、省略） 

 

○愛媛県バドミントン協会規約 

 第５条 本会の会員になろうとする者は、毎年本会で定めた登録料を添えて、次の登録しなければ

ならない。 

  (1) 競技者登録 

各種大会に競技者（監督、コーチ、プレーヤー等）として参加しようとする者 

 (2) 支援者登録 

本会役員、審判員、指導員、学校顧問等として競技者を支援しようとする者 

 

○一般の登録区分について 

実業団：実業団連盟所属チームに属している人 

教職員：教職員（OBを含む。） 

レディース：レディース連盟の大会に参加（予定）する人 

社会人クラブ：社会人クラブへ登録（予定）する人 

その他：上記以外の者 


